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  介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険の給付にかかる通常１割又

は２割・３割の自己負担分（介護保険負担割合証にて確認させて頂きます。）と保険給付対象

外の費用（居住費、食費、利用者の選択に基づく特別な食費、日常生活で通常必要となるも

のに係る費用や、理美容代、レクリエーション等で使用する材料費、診断書等の文書作成費

等）を利用料としてお支払いいただく 2種類があります。 

  なお、介護保険の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望されるサービス（入

所、（介護予防）短期入所療養介護、）毎に異なります。 

  また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険給付の自己負担額は、施設の

所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、加算状況で異なりますし、利用

料も各施設の設定となっております。当施設の利用者負担につきましては、次頁以降をご参

照下さい。 

  介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にいて

種々のサービスを受ける居宅サービスがありますが、それぞれ利用方法が異なっています。 

  施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、（介護予防）短

期入所療養介護は、居宅サービスであり、原則的に利用に際しては、居宅支援サービス計画

（ケアプラン）を作成したあとでなければ、保険給付を受けることができませんので注意が

必要です。また、送迎といった加算対象のサービスも、居宅サービス計画に記載がないと保

険給付を受けられませんので、利用を希望される場合は、居宅サービス計画に記載されてい

るか、いないかをご確認ください。 

  居宅サービス計画は、利用者ご本人が作成することもできますが、居宅介護支援事業所（居

宅サービス計画を作成する専門機関）に作成依頼することもできます。 

  詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。 
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《別添資料１》 

「国が定める利用者負担限度額段階（第１～３段階）」 
に該当する利用者等の負担額 

 

○ 利用者負担は、所得などの状況から第１～第４段階に分けられ、国が定める第１～第３段階

の利用者には負担軽減策が設けられています。 

 

○ 利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。第１～第３段階の

認定を受けるには、利用者ご本人（あるいは代理人の方）が、ご本人の住所地の市町村に申請

し、市町村より「介護保険負担限度額認定証」を受ける必要があります。この利用者負担段階

について介護老人保健施設が判断・決定することはできません。また、「認定証」の提示がない

と、いったん「第４段階」の利用料をお支払いいただくことになります。（「認定証」発行後、

過払い分が「償還払い」される場合があります） 

 

○ 利用者負担第１・第２・第３段階①②に該当する利用者とは、おおまかには、介護保険料段

階の第１・第２・第３段階にある次のような方です。 

【利用者負担第１段階】 

   生活保護を受けておられる方か、所属する世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を

受けておられる方 

【利用者負担第２段階】 

   所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得年金額が 80 万

円以下の方 

【利用者負担第３段階①】 

   所属する世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担第２段階以外の方 

（課税年金収入額が 80 万円超 120 万円以下の方など） 

【利用者負担第３段階②】 

   所属する世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担第２段階以外の方 

（課税年金収入額が 120 万円超の方など） 

○ 利用者負担第４段階の利用者の方であっても高齢者二人暮らし世帯などで、お一人が施設に

入所しその利用料を負担すると、ご自宅で暮らす方の生活が困難になると市町村が認めた方は、

「利用者負担第３段階」の利用料負担となります。 

 

○ その他詳細については、市町村窓口でおたずね下さい。 

 

負担額一覧表（１日当たりの利用料） 

  食 費 
(入所) 

食 費 
（短期入所） 

利用する療養室のタイプ 

ユニット型個室 
ユニット型準個室 

多床室 
従来型個室 

第 1段階 300 300 
880 550 

0 

第 2段階 390 600 

430 第 3段階① 650 1,000 
1,370 1,370 

第 3段階② 1,360 1,300 

 ※上記表中は、負担上限額にて記載しておりますが、低い額を設定する場合、その額を記入して下さい。 
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Ａ  入所の場合の利用者負担 

 

１  保険給付の自己負担額 

施設サービス費（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なり

ます。以下は１日あたりの１割自己負担分です。２割負担の方は下記金額を２倍にした金額と

なり、３割負担の方は下記料金を３倍にした金額になります。) 

 

※老人保健施設サービス費は、前月度実績により、厚生労働大臣の定めた 10項目の指標に基

づき、≪在宅強化型≫・≪基本型≫・≪その他型≫との間で月毎に変動する場合があります。 

 

≪在宅強化型個室≫ 

・要介護１   ７８８円 

・要介護２   ８６３円 

・要介護３   ９２８円 

・要介護４   ９８５円 

・要介護５ １，０４０円 

 

≪基本型個室≫ 

・要介護１   ７１７円 

・要介護２   ７６３円 

・要介護３   ８２８円 

・要介護４   ８８３円 

・要介護５   ９３２円 

 

≪その他型個室≫ 

・要介護１   ７０３円 

  ・要介護２   ７４８円 

  ・要介護３   ８１２円 

  ・要介護４   ８６５円 

  ・要介護５   ９１３円 

 

    ＊ 在宅強化型の要件を満たし、国の定める基準を満たした場合、在宅復帰・在宅療養

支援機能加算として１日につき５１円加算されます。 

    ＊ 基本型の要件を満たし、国の定める基準を満たした場合、在宅復帰・在宅療養支援

機能加算として１日につき５１円加算されます。 

    ＊ ただし、入所後３０日間に限って、上記施設サービス費に１日につき６０円又は３

０円加算されます。 

    ＊ 夜間における介護サービスの質の向上をはかるため、手厚い職員配置をした場合夜

勤職員配置加算として１日につき２４円加算されます。 

＊ 外泊された場合には、1 日につき上記施設サービス費に代えて３６２円となります。          

ただし、外泊の初日と施設に戻られた日は、入所日同様の扱いとなり、外泊扱いにな

りません。 

＊ 外泊されている方が、当施設の在宅サービスを利用された場合、１日につき８００

円加算されます。（この場合外泊時にかかる３６２円はかかりません。） 

＊ 週３回以上の個別リハビリテーションを行った場合、短期集中リハビリテーション

実施加算として、１日につき２５８円又は、２００円加算されます。 

＊ 認知症利用者の生活機能の改善を目的とした短期集中リハビリテーションを実施し

た場合、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として１日につき２４０円又は、

１２０円加算されます。（週３回を限度とする） 
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＊ 誤嚥が認められる入所者に対して医師の指示により経口維持計画を作成し、栄養管

理を行った場合、１月につき４００円又は１００円加算されます。 

＊ 医師の指示により厚生労働大臣の定める療養食を提供した場合１食につき６円加算

されます。 

＊ 厚生労働大臣の定める入所者（肺炎、尿路感染、帯状疱疹の者）に対し、投薬、検

査、処置等を行なったときに 1 日につき２３９円が加算されます。（1 月に 1 回、7 日

を限度とする） 

＊ 退所時指導等を行った場合は、下記の料金が加算されます。 

①   入所期間が１月を超える入所者を居宅で試行的に退所させる場合において、入

所者及び家族等に対して退所後の療養上の指導を行なった場合     ４００円 

       ②  利用者等に退所後の療養指導を行い、利用者の主治医、または、居宅介護支援事

業者、または、社会福祉施設等に対し、文書をもって利用者の処遇に必要な情報を

提供した場合                                             ５００円 

     ③ 退所後医療機関に入院した場合に、当該医療機関に対して、入所者の心身の状況、

生活歴等の情報を提供した場合                   ２５０円 

④ 入所予定日前後 30 日以内に、居宅支援事業者に対して、居宅サービス等必要な

情報提供、調整を行い、また、サービスの利用方針を定めた場合    ６００円 

⑤ 居宅支援事業者に対して、居宅サービス等必要な情報提供、調整を行った場合 

                                  ４００円 

       ⑥  ①～⑤のほか、退所後訪問看護が必要と認められ、訪問看護ステーションに対し

指示書を交付した場合                                            ３００円 

＊ 介護従業者の専門性が評価され、サービス提供体制強化加算として 1 日につき２２

円又は１８円加算されます。 

＊ 排泄に関するケアを行った場合は下記の料金が加算されます。 

     ① 入所者ごとに 6 ヶ月に 1 回評価を行い、その評価結果を厚生労働省に提出し、排

泄支援に当たって情報を活用、要介護状態の軽減が見込まれる入所者ごとに支援計

画を作成し、支援実施した場合１月に１０円加算されます。        

     ② ①の結果、排尿、排便の状態の少なくても一方が改善するとともにいずれも悪化

がない、またはオムツ使用有りから無しに改善した場合１月につき１５円加算され

ます。 

     ③ ①の結果、排尿、排便の状態の少なくても一方が改善するとともにいずれも悪化

がない、かつオムツ使用有りから無しに改善した場合１月につき２０円加算されま

す。 

    ＊ 褥瘡（床ずれ）に関するケアを行った場合は下記の料金が加算されます。 

     ① 入所者ごとに３月に１回評価を行ない、その評価結果を厚生労働省に提出し、褥

瘡管理の実施にあたって情報を活用、リスクがあるとされた入所者ごとに褥瘡ケア

計画を作成し、褥瘡管理を実施するとともに、記録した場合１月につき３円加算さ

れます。 

     ② ①の結果、リスクのある入所者について褥瘡の発生がなかった場合１月につき 

１３円が加算されます。 

    ＊ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月２回以上行う、

また入所者に関する口腔ケア対して介護職員に対し、具体的技術的助言、及び指導

を行う、また介護職員らの相談等に必要に応じ対応した場合１月につき９０円加算

されます。 

    ＊ 口腔衛生等の管理に関する計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等

の管理の実施に適切かつ有効に情報を活用した場合１月につき１１０円加算されま

す。 
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＊ 入所前後に指導を行なった場合下記の金額が加算されます。 

     ① 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行なった場合に

４５０円加算されます。 

     ② 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、生活機

能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した

場合４８０円加算されます。 

    ＊ ご利用者の容体が急変した場合等、緊急時に所定の対応を行なった場合は､別途料金 

をいただきます。 

    ＊ 認知症の行動や心理症状の発現を未然に防ぐため、介護職員からなる認知症の行

動・心理症状に対応するチームを組んでケアを行っているため、１２０円加算されま

す。 

＊ 利用者ごとに ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身の状況等

に係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてサービス計画を見直し、情

報を活用しサービス提供を行った場合１月につき４０円加算されます。または疾病や

服薬状況の情報を加えた場合１月につき６０円加算されます。 

＊ 職員がより効率的に業務を行うための研修や教育を受けたり、新しいサービスやプ

ログラムを開発したりすることで、入居者の皆様により良いサービスを提供する環境

を整えた場合、１０円加算されます。 

    ＊ 入居者の皆様が必要とするリハビリテーションプログラムを専門的に評価し、個々

に適した計画書を作成することで、より効果的なリハビリテーションを提供した場合、

1 月につき３３円加算されます。 

    ＊ 新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する医療機関（協定締結医療機関）

との連携体制を構築し、一般的な感染症について、協力医療機関等と感染症発生時に

連携の上、適切な対応を行っている場合、1 月につき１０円加算されます。 

    ＊ 感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関から、施設内で感染者が発生した場合

の感染制御等の実地指導を受ける場合、1 月につき５円加算されます。 

    ＊ 国が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関の

確保を行い、感染症に感染した利用者にたいし、適切な感染対策を行うことで 1 月に

1 回 5 日を限度として２４０円加算されます。 

＊ 職員がより効率的に業務を行うための研修や教育を受けたり、新しいサービスやプ

ログラムを開発したりすることで、入居者の皆様により良いサービスを提供する環境

を整えた場合、１０円加算されます。 

＊ 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している

と届け出ていますので、基準に従って所定の割合に応じた額が加算されます。（厚生労

働大臣が定める基準に適合し、全ての要件を満たす場合、１ケ月につき上記保険給付

の自己負担額の 1000 分の 75 又は 1000 分の 71 又は 1000 分の 54 又は 1000 分の 44

に相当する額を加算。） 

 

 

２  利用料 

  ① 食費（１日当たり） １，５６０円（朝食４００円、昼食５８０円、夕食５８０円） 

＊（ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されてい

る食費の負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限となります。） 

   

② 居住費（療養室の利用費）（１日当たり）＊ 

    ・従来型個室     ２，４７０円 

    （ただし、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されてい

る居住費の負担限度額が１日にお支払いいただく居住費の上限となります。） 

＊  上記①「食費」及び③「居住費」において、国が定める負担限度額段階（第１段階か
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ら３段階まで）の利用者の自己負担額については、《別添資料１》をご覧下さい。 

＊  外泊時については、「外泊時療養費」を算定している期間について、居住費はお支払

いいただきます。 

 

③ 日常生活品費／１日                                               １５０円 

   石鹸、シャンプー、ティッシュペーパー、おしぼり等の費用であり、施設で用意する

ものをご利用いただく場合にお支払いいただきます。（品目を明確にして、算定の考え方

を記録しておく必要があります。） 

④ 教養娯楽費／１日                                           １２０円 

   倶楽部やレクリエーションで使用する、折り紙、粘土等の材料や風船、輪投げ等遊具、

ビデオソフト等の費用であり、施設で用意するものをご利用いただく場合にお支払いい

ただきます。（品目を明確にして、算定の考え方を記録しておく必要があります。） 

 

⑤ 家具リース費／１日                          ４０円 

   居室にある家具を使用する場合は、家具リース代及び修繕費として、ご利用いただく

場合にお支払いいただきます。 

 

 

⑥ 行事費（その都度実費をいただきます。） 

   小旅行や観劇等の費用や講師を招いて実施する料理教室の費用で参加された場合にお

支払いいただきます。 

⑦ インフルエンザ接種料                                 ３，５００円 

  インフルエンザ予防接種に係る費用でインフルエンザ予防接種を希望された場合にお

支払いいただきます。 

⑧ 電化製品使用料                                                 ５５円（税込） 

  居室に持ち込んだ電化製品を使用された場合にお支払いいただきます。 

  ⑨ 作業療法材料費               （その都度実費をいただきます。） 

     作業療法に参加し、原材料費を請求する内容を実施した場合にお支払いいただきます。 

  ⑩ 洗濯機使用料（１回） 

     施設に設置している洗濯機を使用する時にお支払いただきます。    １００円 

  ⑪ 乾燥機使用料（１回） 

     施設に設置している乾燥機を使用する時にお支払いただきます。    １００円 

  ⑫ 診断書等の作成料 

    ・死亡診断書        ５，５００円／通（税込） 

     ２枚目より        ２，７５０円／通（税込） 

    ・診断書          ３，３００円／通（税込） 

     診断書(複雑なもの)    ５，５００円／通（税込） 

    ・証明書          １，１００円／通（税込） 

     証明書(複雑なもの)    ２，２００円／通（税込） 

    ・その他の文章       ２，２００円／通（税込） 

     その他の文章(複雑なもの) ４，４００円／通（税込） 

    ※診断書等作成に伴う検査や通院については実費負担となります。 

⑬ 肺炎球菌予防接種                        ７，７００円 

     肺炎球菌予防接種に係る費用で肺炎球菌予防接種を希望された場合において支払い 

いただきます。 
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Ｂ  短期入所療養介護の場合の利用者負担額 

 

１  保険給付の自己負担額 

施設サービス費（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異

なります。以下は１日あたりの１割自己負担分です。２割負担の方は下記金額を２倍にし

た金額となり、３割負担の方は下記料金を３倍にした金額になります。) 

 

※短入所療養介護費は、前月度実績により、厚生労働大臣の定めた 10項目の指標に基づき、≪

在宅強化型≫・≪基本型≫・≪その他型≫との間で月毎に変動する場合があります。 

 

  ≪在宅強化型個室≫ 

・要介護１    ８１９円 

・要介護２    ８９３円 

・要介護３    ９５８円 

・要介護４  １，０１７円 

・要介護５  １，０７４円 

 

≪基本型個室≫ 

  ・要介護１    ７５３円 

  ・要介護２    ８０１円 

  ・要介護３    ８６４円 

  ・要介護４    ９１８円 

  ・要介護５    ９７１円 

 

  ≪その他型個室≫ 

  ・要介護１    ７３８円 

  ・要介護２    ７８４円 

  ・要介護３    ８４８円 

  ・要介護４    ９０１円 

  ・要介護５    ９５３円 

 

    ＊特定介護老人保健施設短期入所療養介護費（１日） 

     ３時間以上４時間未満         ６６４円 

     ４時間以上６時間未満         ９２４円 

     ６時間以上８時間未満       １，２９６円 

     （若年性認知症利用者の場合６０円加算されます） 

 

＊ 在宅強化型の要件を満たし、国の定める基準を満たした場合、在宅復帰・在宅療養

支援機能加算として１日につき５１円加算されます。 

    ＊ 基本型の要件を満たし、国の定める基準を満たした場合、在宅復帰・在宅療養支援

機能加算として１日につき５１円加算されます。 

＊ 入所及び退所の際、ご自宅までの送迎を行なった場合は、片道につき１８４円加算

されます｡ 

＊ 夜間における介護サービスの質の向上をはかるため、手厚い職員配置をした場合夜

勤職員配置加算として１日につき２４円加算されます。 

＊ 認知症の行動・心理症状が認められ、緊急に短期入所療養介護が必要であると医師

が判断した場合７日を上限として、認知症の行動・心理症状緊急加算として１日２０

０円加算されます。 
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＊ 若年性認知症利用者を受入れた場合，若年性認知症利用者受入加算として１日 １

２０円加算されます。（認知症の行動・心理症状緊急加算との併用不可） 

＊ ご利用者の容体が急変した場合等緊急時に所定の対応を行なった場合は､別途料金

をいただきます｡ 

＊ １日２０分以上の個別リハビリテーションを実施した場合、個別リハビリテーショ

ン加算として１日２４０円加算されます。 

＊ 医師の指示により厚生労働大臣の定める療養食を提供した場合１食につき８円加算

されます。 

＊ 介護従業者の専門性が評価され、サービス提供体制強化加算として 1 日につき２２

円又は１８円加算されます。 

＊ 緊急時に短期入所を利用された場合に７日を限度として１日につき９０円加算され

ます。（ただし、主に介護をしている家族の疾病等やむを得ない事情がある場合に限り、

１４日を上限とする事が出来ます。） 

＊診療方針を定め、治療管理を目的とし、診断、投薬、検査、注射、処置等を行い内容

等を診療録に記載し、またかかりつけ医に対し、利用者の同意を得て診療状況を示す

文書を添えて必要な情報提供を行った場合１０日を上限として１日つき２７５円加算

されます。 

＊ 職員がより効率的に業務を行うための研修や教育を受けたり、新しいサービスやプ

ログラムを開発したりすることで、入居者の皆様により良いサービスを提供する環境

を整えた場合、１０円加算されます。 

＊ 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している

と届け出ていますので、基準に従って所定の割合に応じた額が加算されます。（厚生労

働大臣が定める基準に適合し、全ての要件を満たす場合、１ケ月につき上記保険給付

の自己負担額の 1000 分の 75 又は 1000 分の 71 又は 1000 分の 54 又は 1000 分の 44

に相当する額を加算。） 

 

 

 

 

２  利用料 

  ① 食費／１日 １，５６０円（・朝食 ４００円 ・昼食 ５８０円 ・夕食 ５８０円） 

＊ ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されてい

る食費の負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限となります。 

② 滞在費（療養室の利用費）／１日 

    ・従来型個室    ２，４７０円 

   ＊ ただし、滞在費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されて 

いる滞在費の負担限度額が１日にお支払いいただく滞在費の上限となります。 

 

＊ 上記①「食費」及び②「滞在費」において、国が定める負担限度額段階（第１段階か 

 ら３段階まで）の利用者の自己負担額については、《別添資料１》をご覧下さい。 

③ 日常生活品費／１日                                                  １５０円 

石鹸、シャンプー、ティッシュペーパー、おしぼり等の費用であり、施設で用意する 

ものをご利用いただく場合にお支払いいただきます。（品目を明確にして、算定の考え方

を記録しておく必要があります。） 

④ 教養娯楽費／１日                                                     ２０円 

 倶楽部やレクリエーションで使用する、折り紙、粘土等の材料や風船、輪投げ等遊具、 

ビデオソフト等の費用であり、施設で用意するものをご利用いただく場合にお支払いい 

ただきます。（品目を明確にして、算定の考え方を記録しておく必要があります。） 

⑤ 家具リース費／１日                          ４０円 

   居室にある家具を使用する場合は、家具リース代及び修繕費として、ご利用いただく
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場合にお支払いいただきます。 

 

 

⑥ 行事費（その都度実費をいただきます。） 

   小旅行や観劇等の費用や講師を招いて実施する料理教室の費用で参加された場合にお

支払いいただきます。 

⑦ 電化製品使用料                                                 ５５円（税込） 

  居室に持ち込んだ電化製品を使用された場合にお支払いいただきます。 

⑧ 作業療法材料費（その都度実費をいただきます。） 

     作業療法に参加し、原材料費を請求する内容を実施した場合にお支払いいただきます。 

  ⑨ 洗濯機使用料（１回） 

     施設に設置している洗濯機を使用する時にお支払いただきます。    １００円 

  ⑩ 乾燥機使用料（１回） 

     施設に設置している乾燥機を使用する時にお支払いただきます。    １００円 

  ⑪ 診断書等の作成料 

    ・死亡診断書        ５，５００円／通 

     ２枚目より        ２，７５０円／通 

    ・診断書          ３，３００円／通 

     診断書(複雑なもの)    ５，５００円／通 

    ・証明書          １，１００円／通 

     証明書(複雑なもの)    ２，２００円／通 

    ・その他の文章       ２，２００円／通 

     その他の文章(複雑なもの) ４，４００円／通 

  ※診断書等作成に伴う検査や通院については実費負担となります。 
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Ｃ 介護予防短期入所療養介護の場合の利用者負担額 

 

１  保険給付の自己負担額 

施設サービス費（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なり

ます。以下は１日あたりの１割自己負担分です。２割負担の方は下記金額を２倍にした金額と

なり、３割負担の方は下記金額を３倍にした金額となります。) 

※予防短入所療養介護費は、前月度実績により、厚生労働大臣の定めた 10 項目の指標に基づ

き、≪在宅強化型≫・≪基本型≫・≪その他型≫との間で月毎に変動する場合があります。 

 

 ≪在宅強化型個室≫      

  ・要支援１   ６３２円     

  ・要支援２  ７７８円     

 

≪基本型個室≫      

  ・要支援１   ５７９円     

  ・要支援２  ７２６円     

 

 ≪その他型個室≫        

  ・要支援１  ５６６円     

  ・要支援２  ７１１円     

   

＊ 在宅強化型の要件を満たし、国の定める基準を満たした場合、在宅復帰・在宅療養

支援機能加算として１日につき５１円加算されます。 

    ＊ 基本型の要件を満たし、国の定める基準を満たした場合、在宅復帰・在宅療養支援

機能加算として１日につき５１円加算されます。 

＊ 入所及び退所の際、ご自宅までの送迎を行なった場合は、片道につき１８４円加算

されます｡ 

＊ 夜間における介護サービスの質の向上をはかるため、手厚い職員配置をした場合夜

勤職員配置加算として１日につき２４円加算されます。 

＊ 個別リハビリテーション実施加算として１日につき２４０円加算されます。 

＊ 認知症の行動・心理症状が認められ、緊急に短期入所療養介護が必要であると医師

が判断した場合７日を上限として、認知症行動・心理症状緊急加算として１日２００

円加算されます。 

＊ 若年性認知症利用者を受入れた場合，若年性認知症利用者受入れ加算として１日 

１２０円加算されます。 

＊ 介護従業者の専門性が評価され、サービス提供体制強化加算として 1 日につき２２

円又は１８円加算されます。 

＊診療方針を定め、治療管理を目的とし、診断、投薬、検査、注射、処置等を行い内容

等を診療録に記載し、またかかりつけ医に対し、利用者の同意を得て診療状況を示す

文書を添えて必要な情報提供を行った場合１０日を上限として１日つき２７５円加算

されます。 

＊ 医師の指示により厚生労働大臣の定める療養食を提供した場合１食につき８円加算

されます。 

＊ 職員がより効率的に業務を行うための研修や教育を受けたり、新しいサービスやプ

ログラムを開発したりすることで、入居者の皆様により良いサービスを提供する環境

を整えた場合、１０円加算されます。 

＊ 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している

と届け出ていますので、基準に従って所定の割合に応じた額が加算されます。（厚生労

働大臣が定める基準に適合し、全ての要件を満たす場合、１ケ月につき上記保険給付
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の自己負担額の 1000 分の 75 又は 1000 分の 71 又は 1000 分の 54 又は 1000 分の 44

に相当する額を加算。） 

 

 

２  利用料 

  ① 食費／１日  （１，５６０円・朝食 ４００円・昼食 ５８０円・夕食 ５８０円） 

    ＊ ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されて

いる食費の負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限となります。 

 

② 滞在費（療養室の利用費）／１日 

   ・従来型個室    ２，４７０円 

    ＊ ただし、滞在費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されて

いる滞在費の負担限度額が１日にお支払いいただく滞在費の上限となります。 

 

＊ 上記①「食費」及び②「滞在費」において、国が定める負担限度額段階（第１段階か

ら３段階まで）の利用者の自己負担額については、《別添資料１》をご覧下さい。 

 

③ 日常生活品費／１日                                                  １５０円 

石鹸、シャンプー、ティッシュペーパー、おしぼり等の費用であり、施設で用意する 

    ものをご利用いただく場合にお支払いいただきます。（品目を明確にして、算定の考え方 

    を記録しておく必要があります。） 

④ 教養娯楽費／１日                                                     ２０円 

 倶楽部やレクリエーションで使用する、折り紙、粘土等の材料や風船、輪投げ等遊具、 

ビデオソフト等の費用であり、施設で用意するものをご利用いただく場合にお支払いい 

ただきます。（品目を明確にして、算定の考え方を記録しておく必要があります。） 

 

⑤ 家具リース費／１日                          ４０円 

   居室にある家具を使用する場合は、家具リース代及び修繕費として、ご利用いただく

場合にお支払いいただきます。 

⑥ 行事費                                       （その都度実費をいただきます。） 

   小旅行や観劇等の費用や講師を招いて実施する料理教室の費用で参加された場合にお

支払いいただきます。 

⑦ 電化製品使用料                                                 ５５円（税込） 

  居室に持ち込んだ電化製品を使用された場合にお支払いいただきます。 

⑧ 作業療法材料費               （その都度実費をいただきます。） 

     作業療法に参加し、原材料費を請求する内容を実施した場合にお支払いいただきます。 

  ⑨ 洗濯機使用料（１回） 

     施設に設置している洗濯機を使用する時にお支払いただきます。    １００円 

  ⑩ 乾燥機使用料（１回） 

     施設に設置している乾燥機を使用する時にお支払いただきます。    １００円 

  ⑪ 診断書等の作成料 

    ・死亡診断書        ５，５００円／通 

     ２枚目より        ２，７５０円／通 

    ・診断書          ３，３００円／通 

     診断書(複雑なもの)    ５，５００円／通 

    ・証明書          １，１００円／通 

     証明書(複雑なもの)    ２，２００円／通 

    ・その他の文章       ２，２００円／通 

     その他の文章(複雑なもの) ４，４００円／通 

    ※診断書等作成に伴う検査や通院については実費負担となります。 



小規模老人保健施設ボヌゥール 

 

13 

 

Ⅾ 全サービス共通の利用者負担額 

 ＊新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全サービスについて 

令和3年9月末までの間、保険給付の自己負担額の1000分の1に相当する額が加算されます。 


